
一般財団法人摂津市施設管理公社定款

認 可 平成 25年 3月 19日

施行 平成 25年 4月  1日

第 1章 総 則

(名  称 )

第 1条  この法人は、一般財 団法人摂津市施設管理公社 と称す る。

(事務所 )

第 2条  この法人 は、主た る事務所 を大阪府摂津市に置 く。

第 2章  目的及び事業

(目  的 )

第 3条  この法人は、摂津市 と密接 な連携 を保 ち、市が設置す る公の施設等

の市の財産 (以 下 「施設 」 とい う。)の 効率的な管理運営及 び市民文化 の

向上 と市民の相互交流の増進 、並びに協働 の取組の拡大 を図 るための事業

を行 い、施設の設置 目的の効果的 な達成 と施設 の利用 の拡大 を図 り、もつ

て市民の福祉増進 に寄与す ることを 目的 とす る。

(事 業 )

第 4条  この法人は、前条の 目的 を達成す るために次の事業 を行 う。

(1)市 民文化 の向上 と市民の相互交流の増進 を図 るための文化講座 、講

演会 、 コンサー ト等 の開催 に関す る事業

(2)市 民、事業者 、行政 に よる協働 の取組 に関す る事業

(3)施 設の管理運営に関す る事業

(4)施 設の使用料 の徴収又 は収納 の受託 に関す る事業

(5)そ の他前各号 に付 帯す る事業及び公社の 目的 を達成す るために必要

な事業

2 前項の各号に掲 げ る事業は、摂津市 において行 うもの とす る。

第 3章  資産及び会計
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(基本財産 )

第 5条  この法人の 目的である事業 を行 うために不可欠な別表の財産 は、こ

の法人の基本財産 とす る。

2 基本財産 は、 この法人の 目的 を達成す るために善良な管理者 の注意 をも

つて管理 しなけれ ばな らず、基本財産 の一部 を処分 しよ うとす るとき及び

基本財産か ら除外 しよ うとす る ときは、あ らか じめ理事会及び評議員会の

承認 を要す る。

(事業年度 )

第 6条  この法人 の事業年度は、毎年 4月 1日 に始 ま り翌年 3月 31日 に終

わ る。

(事業計画及び収支予算 )

第 7条  この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始

の 日の前 日までに、理事長が作成 し、理事会の承認 を受 けなけれ ばな らな

い。 これ を変更す る場合 も、同様 とす る。

2 前項の書類 につ いては、主たる事務所 に、当該事業年度 が終了す るまで

の間備 え置 くもの とす る。

(事業報告及 び決算 )

第 8条  この法人 の事業報告及び決算 については、毎事業年度終了後 、理事

長 が次の書類 を作成 し、監事 の監査 を受 けた上で、理事会 の承認 を受 けな

けれ ばな らない。

(1)事 業報告

(2)事 業報告の附属明細書

(3)貸 借対照表

(4)損 益計算書 (正 味財産増減計算書 )

(5)貸 借対照表及 び損益計算書 (正 味財産増減計算書)の 附属明細書

2 前項の承認 を受 けた書類の うち、第 1号、第 3号及び第 4号 の書類につ

いては、定時評議員会に提 出 し、第 1号の書類 についてはその内容 を報告

し、その他 の書類 については承認 を受 けなけれ ばな らない。

3 第 1項 の書類 のほか、監査報告 を主た る事務所 に 5年 間備 え置 くととも

に、定款 を主た る事務所 に備 え置 くもの とす る。
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第 4章  評議員

(評 議員 の定数 )

第 9条  この法人 に評議員 6名 以上 10名 以内を置 く。

(評議員 の選任及 び解任 )

第 10条  評議員 の選任及 び解任 は、評議員会の決議 に よ り行 う。

2 評議員 を選任す る場合 には、次の各号の要件 をいずれ も満 た さなけれ ば

な らない。

(1)各 評議員 について、次のイか らへ に該 当す る評議員の合計数 が評議

員 の総数の三分の一 を超 えない ものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等 内の親族

口 当該評議員 と婚姻 の届 出を していないが事実上婚姻 関係 と同様 の

事情 にあ る者

ハ  当該評議員 の使 用人

ニ  ロ又はハ に掲げ る者以外 の者 であって、当該評議員 か ら受 ける金

銭その他 の財産 によって生計 を維持 している もの

ホ ハ又は二に掲げ る者 の配偶者

ヘ  ロか ら二までに掲 げ る者 の三親等 内の親族 であつて、 これ らの者

と生計 を―にす るもの

(2)他 の同一 の団体 (公 益法人 を除 く。)の 次のイ か らハ に該 当す る評

議員 の合計数 が評議 員 の総数 の三分 の一 を超 えない ものであ ること。

イ 理事

口 使用人

ハ  当該他 の同一の団体の理事以外の役員 (法人でない団体で代表者

又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又 は管理人 )

又は業務 を執行す る社員である者

3 評議員 は、この法人の理事又は監事若 しくは使用人 を兼ね ることができ

ない。

(評議員 の任期 )

第 11条  評議員 の任期は、選任後 4年以内に終 了す る事業年度 の うち最終

の ものに関す る定時評議 員会の終結 の時まで とす る。

2 任期の満 了前 に退任 した評議員の補欠 として選任 され た評議員 の任期 は、
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退任 した評議員 の任期の満 了す る時まで とす る。

3 評議員 は、第 9条 に定める定数 に足 りな くな るときは、任期 の満 了又 は

辞任 に よ り退任 した後 も、新たに選任 された者 が就任す るまで、なお評議

員 としての権利義務 を有す る。

(評 議員 の報酬等 )

第 12条  評議員 に対 して各年度の総額 が 300,000円 を超 えない範 囲

で、評議員会において別 に定める報酬等の支給 の基準に従 つて算定 した額

を、報酬 として支給す ることがで きる。

第 5章  評議員会

(構 成 )

第 13条  評議員会 は、すべての評議員 をもって構成す る。

(権  限 )

第 14条  評議員会 は、次の事項について決議す る。

(1)理 事及び監事 の選任又は解任

(2)理 事及び監事 の報酬等の額

(3)評 議員 に対す る報酬等の支給の基準

(4)貸 借対照表及 び損益計算書 (正 味財産増減計算書 )の 承認

(5)定 款 の変更

(6)残 余財産 の処分

(7)基 本財産の処分又 は除外の承認

(8)そ の他評議員会で決議す るもの として法令又は この定款 で定め られ

た事項

(開 催 )

第 15条  評議員会 は、定時評議員会 として毎事業年度終了後 3カ 月以内に

1回 開催す るほか、必要 に応 じて臨時評議員会 を開催す る。

(招  集 )

第 16条  評議員会 は、法令 に別段 の定 めがある場合 を除 き、理事会の決議

に基づ き理事長 が招集す る。

2 評議員 は、理事長 に対 し、評議員会の 目的である事項及 び招集 の理 由

を示 して、評議員会 の招集 を請求す ることができる。
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(決 議 )

第 17条  評議員会 の決議 は、決議 について特別 の利 害関係 を有す る評議員

を除 く評議員 の過 半数 が出席 し、その過 半数 をもつて行 う。

2 前項 の規定にかかわ らず 、次に掲 げ る決議 は、決議 について特別 の利害

関係 を有す る評議 員 を除 く評議員 の三分 の二以上 に 当た る多数 を もつて

行 わなけれ ばな らない。

(1)監 事 の解任

(2)評 議員 に対す る報酬等の支給 の基準

(3)定 款 の変更

(4)基 本財産 の処分又 は除外 の承認

(5)そ の他法令 で定め られ た事項

3 理事又 は監事 を選任す る議案 を決議す るに際 しては、各候補者 ご とに第

1項 の決議 を行 わなけれ ばな らない。理事又は監事 の候補者 の合計数が第

22条 に定める定数 を上回 る場合 には、過 半数の賛成 を得 た候補者 の中か

ら得票数 の多い順 に定数 の枠 に達す るまでの者 を選任す ることとす る。

(決議の省略 )

第 18条  理事 が評議 員会 の 目的で あ る事項 につ いて提案 した場合 にお い

て、その提案について、議決 に加 わ ることのできる評議員 の全員が書面又

は電磁的記録 に よ り同意 の意思表示 を した ときは、その提案 を可決す る旨

の評議員会の決議 が あつた もの とみなす。

(報 告の省 略 )

第 19条  理事が評議員 の全員 に対 し、評議員会 に報告すべ き事項 を通知 し

た場合 において、その事項 を評議員会 に報告す ることを要 しない ことにつ

いて、評議員の全員 が書面又は電磁的記録 によ り同意の意思表示 を した と

きは、その事項 の評議員会への報告があった もの とみなす。

(議 事録 )

第 20条  評議員会 の議事 につ いては、法令で定めるところに よ り、議事録

を作成す る。

2 評議員 会 にお いて議長 を務 めた評議員及 び署名評 議員 と して選 定 され

た評議員 1名 は、前項の議事録 に記名押印す る。

(委 任 )

第 21条  この章 に定めるもののほか、評議員会 の運営に関 し必要 な事項 は、
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評議員会 において定める評議員会規則で定める。

第 6章  役 員

(役員 の設置 )

第 22条  この法人 に、次 の役員 を置 く。

(1)理 事  6名 以上 10名 以内

(2)監 事  2名 以 内

2 理事の うち 1名 を理事長 とす る。

3 前項 の理事長 を もつて、一般社 団法人及び一般財 団法人 に関す る法律上

の代表理事 とす る。

(役員 の選任 )

第 23条  理事及び監事は、評議員会の決議 によつて選任す る。

2 理事長 は、理事会 の決議 に よって理事 の中か ら選定す る。

3 理事会 は、その決議 に よって、業務執行理事 として副理事長、専務理事

及 び常務理事 を選定す ることがで きる。

(理事の職務及び権 限 )

第 24条  理事は、理事会 を構成 し、法令及び この定款 で定める ところに よ

り、職務 を執行す る。

2 理事長 は、法令及び この定款 で定め る ところに よ り、この法人 を代表 し、

その業務 を執行す る。

3 理事長 は、毎事業年度 に 4カ 月 を超 える間隔で 2回 以上、自己の職務 の

執行 の状況 を理事会 に報告 しなけれ ばな らない。

(監事 の職務及び権 限 )

第 25条  監事は、理事の職務 の執行 を監査 し、法令 で定め るところに よ り、

監査報告 を作成す る。

2 監事 は、いつで も、理事及び使用人 に対 して事業の報告 を求 め、 この法

人の業務及び財産の状況の調査 をす ることができる。

(役 員の任期 )

第 26条  理事の任期 は、選任後 2年以 内に終了す る事業年度の うち最終の

ものに関す る定時評議員会 の終結 の時まで とす る。

2 監事の任期は、選任後 4年以内に終了す る事業年度 の うち最終の ものに
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関す る定時評議員会の終結 の時まで とす る。

3 補欠 として選任 された理事又は監事の任期 は、前任者 の任期の満 了す る

時まで とす る。

4 理事又 は監事 は、第 22条 に定 める定数 に足 りな くなる ときは、任期 の

満 了又 は辞任 によ り退任 した後 も、新 たに選任 され た者 が就任す るまで、

なお理事又は監事 と しての権利義務 を有す る。

(役 員の解任 )

第 27条  理事又 は監事が、次のいずれ かに該 当す る ときは、評議員会の決

議 に よつて解任す ることができる。

(1)職 務上の義務 に違反 し、又 は職務 を怠 った とき。

(2)心 身の故障のため、職務の執行 に支障があ り、又はこれ に堪 えない

とき。

(役 員の報酬等 )

第 28条  理事及 び監事に対 して、評議員会 において別 に定める報酬等の支

給の基準 に従 つて算 定 した額 を報酬等 として支給す ることがで きる。

第 7章  理事会

(構 成 )

第 29条  理事会 は、すべ ての理事 を もつて構成す る。

(権  限 )

第 30条  理事会 は、 この定款 に定め るもののほか、次の職務 を行 う。

(1)こ の法人の業務執行 の決定

(2)理 事の職務 の執行 の監督

(3)理 事長 の選定及び解職

(4)副 理事長 、専務理事及 び常務理事の選 定及び解職

(招 集 )

第 31条  理事会 は、理事長 が招集す る。

2 理事長が欠 けた とき又 は理事長 に事故があ る ときは、各理事が理事会を

招集する。

(決  議 )

第 32条  理事会 の決議 は、決議 について特別 の利害関係 を有す る理事 を除
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く理事 の過 半数 が出席 し、その過 半数 をもつて行 う。

(決議の省略 )

第 33条  理事 が理事 会 の決議 の 目的 であ る事項 につ いて提案 を した場合

において、その提案 について議決 に加 わ ることのできる理事 の全員が書面

又は電磁 的記録 によ り同意の意思表示 を した ときは、その提案 を可決す る

旨の理事会の決議 が あった もの とみ なす。ただ し、監事が異議 を述べた と

きはその限 りではない。

(報 告の省 略 )

第 34条  理事又 は監事が理事及び監事 の全員 に対 し、理事会に報告すべ き

事項 を通知 した ときは、その事項 を理事会に報告す ることを要 しない。

2 前項の規 定は、第 24条 第 3項 の規定による報告 には適用 しない。

(議事録 )

第 35条  理事会の議事については、法令で定め るところに よ り、議事録 を

作成す る。

2 理事会 において議長 を務 めた理事及 び署名 理事 と して選 定 され た理事

1名 並びに出席 した監事 は、前項 の議事録 に記名押印す る。

(委  任 )

第 36条  この章 に定 めるもののほか、理事会 の運営 に関 し必要 な事項は、

理事会 において定める理事会規則 で定める。

第 8章  定款 の変更及び解散

(定款 の変更 )

第 37条  この定款 は、評議員会の決議 によつて変更す ることができる。

2 前項の規定は、この定款の第 3条 、第 4条及 び第 10条 について も適用

す る。

(解 散 )

第 38条  この法人 は、基本財産の滅失 によるこの法人の 目的である事業の

成功の不能その他法令で定め られ た事 由によつて解散す る。

(残 余財産の帰属 )

第 39条  この法人が清算 をす る場合 において有す る残余財産は、評議員会

の決議 を経て、公益社団法人及び公益財 団法人の認 定等 に関す る法律第 5
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条第 17号 に掲 げ る法人 又 は国若 しくは地方公共 団体 に贈与す る もの と

す る。

2 この法人は、剰余金の分配 を行 うことができない。

第 9章  公告 の方法

(公 告の方法 )

第 40条  この法人の公告 は、この法人の主た る事務所 の公 衆の見やすい場

所 に掲示す る方法に よる。

第 10章  事務 局

(設 置等 )

第 41条  この法人 の事務 を処理す るため、事務局 を置 く。

2 事務局 には、事務局長及び職員 を置 く。

3 事務局長 は、理事長が理事会の承認 を得て任免す る。

4 事務局 の職員 は、理事長が任免す る。

5 事務局の組織及 び運営 に関 して必要 な事項 は、理事会の決議 を経 て、理

事長 が別 に定める。

附 則

1 この定款 は、一般社団法人及び一般財 団法人に関す る法律及び公益社団

法人及 び公 益財 団法人 の認 定等 に関す る法律 の施行 に伴 う関係 法律 の整

備 等 に関す る法律 第 121条 第 1項 におい て読み替 えて準用す る同法第

106条 第 1項 に定 める一般法人 の設立の登記の 日か ら施行す る。

2 -般 社 団法人及 び一般財 団法人 に関す る法律及 び公益社 団法人及 び公

益財 団法人 の認 定等 に関す る法律 の施行 に伴 う関係 法律 の整備 等 に関す

る法律第 121条 第 1項 にお いて読み替 えて準用 す る同法第 106条 第

1項 に定 め る特例 民法法人 の解 散 の登記 と一般法 人 の設 立の登記 を行 つ

た ときは、第 6条 の規定にかかわ らず、解散の登記 の 日の前 日を事業年度

の末 日とし、設 立の登記 の 日を事業年度の開始 日とす る。

3 この法人の最初 の理事長 は羽原修 とす る。

・9‐



4 この法人 の最初 の評議員は、

馬場宏

阪 田雅克

太 田尭子

廣橋康雄

小島久子

福永冨美子

登坂弘

吉 田和生

水 田和男

次 に掲 げ る者 とす る。

附  則

(施 行 期 日)

この定款 は、平成 26年 8月 1日 か ら施 行 す る。

別表第 1 基本財産 (第 5条 関係 )

財産種別 場所 。物量等

定期預金 100,000,000円

10‐



評 議 員 名 簿

(平成 28年 6月 8日 現在 )

役 員 名 簿

(平成 28年 6月 8日 現在 )

評 議 員 馬 場   宏

評 議 員 阪 田 雅 克

評 議 員 乾  祀 子

評 議 員 小 島 久 子

評 議 員 岡 本 英 樹

評 議 員 堤 守

評 議 員 山 口  繁

評 議 員 宮 部 善 隆

理 事 長 有 山  泉

理   事 吉 岡 二 三 男

理   事 上村 ひ で子

理   事 山 田 栄 治

理   事 岡 本 博 人

理  事 杉 本 正 彦

理  事 登 阪  弘

監   事 野 口 潤 一

監  事 牛 渡 長 子



平成 27年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 事業状況報告書

平成 27年 度 の一般財 団法人摂津市施設管理公社 の事業状況報告 は次の とお りである。

1 事業の概要

一般財団法人摂津市施設管理公社 は、摂津市にお ける公 の施設の利用の確保や情報提供の拡充、 自主事業の実施 による市

民文化・教養の向上 と市民活動の育成 の推進な ど、施設 の総合的な管理運営 と行政サー ビスの向上、市民福祉の増進 に寄与

す ることを 目的 とし、摂津市の公 の施設 の指定管理業務及び摂津市か らの受託事業 として次の事業 を実施 した。

(1)摂 津市民文化ホール (い きい きプラザ を含む)の 管理業務及び事業運営等の指定管理業務。

(2)摂 津市立 コ ミュニテ ィプラザの管理業務及び事業運営等の指定管理業務。

(3)摂 津市役所南千里丘別館 の管理業務。

(4)摂 津音楽祭の開催業務。

(5)摂 津市立葬儀会館及び摂津市斎場 の指定管理業務。

2 主な事業の内容

(1)摂 津市民文化ホールの指定管理業務及び事業実施状況

①施設 の利用状況

施 設 名 申 込 件 数 利 用 者 数 備 考

市 民 文 化 ホ ー ル 3, 338件 72, 327人 いきいきフ・ラサ
゛
内会議室 を含む。

②文化 ホール事業

・人代亜紀 ハー トフル コンサー ト2015、 上 田正樹 LIVE 2015、 トイ 。マ ジ ック・オーケス トラ、ゴンチ

チ LIVE 2015、 鼓童 ワン・ アース・ ツアー 2015～ 永遠 ～、南千里丘 Rock Museum 2015、 桂雀喜の

落語会 「ジャ ッキー 7」 及び吉例せ つつ寄席

‐
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③ 市民対象事業

・第 30回 摂津市囲碁将棋大会、第 30回 市民カ ラオケ大会、文化ホール老人同好会文化祭及び南千里丘夕涼み会

(南 千里丘 夕涼み会は、雨天のため模擬店のみ実施。)

・摂津いきい き塾 相羽秋 夫の笑待席 「落語 を 1000倍 楽 しむ法」、 日本舞踊体験教室及び囲碁入門講座

・ 文化ホール老人同好会 15団 体の育成事業

(2)摂 津市立 コ ミュニテ ィプラザの指定管理業務及び事業実施状況

①施設 の利用状況

施 設 名 申 込 件 数 利  用 者  数 備 考

コミュニティプラザ 11, 198件 133, 739メ 、

② コ ミュニテ ィプ ラザ運営事業

・ コ ミュニテ ィプ ラザ 5周 年イベ ン ト「GO!GO!コ ミプラ 5周 年 フェス」

・ ロビー コンサー ト 「プチ Summer LIVE」 ～丘 ロック番外編～、「アー トギャラ リー コンサー ト」、「バ レンタイン

コンサー ト」～丘 ロック番外編～

。そ うだ !わ た しもで きる～や つてみた ら簡単だった !料理教室

・南千里丘 ク リスマスバル (協 賛事業 )

(3)第 30回 摂津音楽祭の運営事業

・ 予 選 10月 2日 ・ 4日 ・ 5日 、 本 選 11月 15日

(4)摂 津市立葬儀会館 の指定管理業務

施 設 名 申 込 件 数 利 用 者 数 備 考

葬 儀
△

= 館 265件 34, 856メ 、

‐2‐



平成 28年  3月 31日 現在

科 目
度
額

年
算

当
決

度
額

年
算

前
決 増  減 科 目

度

額

年

算
当
決

度
額

年
算

前
決 増  減

[資 産 の 部 ]

資流 動 産

現 金 預

貯 蔵

日!l 払 金

流 動 資 産 〈
口 計

定

基 本

基本財 産 預金

基 本 財 産 合 計

特 定 産

運 用 財 産 預 金

特 定 資 産 合 計

そ の他 の固定資産

車 両 運 搬 具

減価償却累計額

その他の固定資産合計

固
△

63,137,288

6,695,790

21,618

352,193

77,959,444

6,871,402

22,810

208,896

△ 14,822,156

△  175,612

△  1,192

143,297

[負

流 債

金

金

計

計

州

負

払

り

い

合

債

動

未

預

負

債

流 動

負

[正味財産の部 ]

指 定 正 味 財 産

地方公共団体補助金等

指 定 正 味 財 産 合 計

(う ち基本財産ヽの充当預 )

(う ち特定●産への充当額)

一 般 正 味 財 産

正 味 財 産 合 計

14,558,817

29,227,083

27,745,911

31,522,048

△  13,187,094

△ 2,294,965

43,785,900 59,267,959 △ 15,482,059

43,785,900 59,267,959 △ 15,482,059

70,206,889 85,062,552 ∠ゝ  14,855,663

110,000,000 110,000,000 0

100,000,000 100,000,000 0

100,000,000 100,000,000 0

10,000,000 10,000,000 0

10,000,000 10,000,000 0

866,000

△  865,999

866,000

△  865,999

0

0

110,000,000

(100,000,000)

( 10,000,000)

110,000,000

(100,000,000

(10,000,000

0)

(      0)

(       0)

1 1 0 26,420,990 25,794,594 626,396

110,000,001 110,000,001 0 136,420,990 135,794,594 626,396

資 産 △

「
: 計 180,206,890 195,062,553 ∠ゝ  14,855,663 負債及び正味財産合計 180,206,890 195,062,553 ∠ゝ  14,855,663
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平成27年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 正味財産増減計算書
自 平成 27年  4月  111
至 平成 28年  3月 31日

(単位 :円 )

目科 当 年 度 決 算 額 前 年 度 決 算 額 増  減 備   考

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1)経常収益

基 本 財 産 運 用 益

基 本 財 産 利 ,日、

事  業  収  益

市民文化ホール等管理事業収益

コミュニティプラザ管理事業収益

南千里丘別館管理事業収益

摂津音楽祭開催事業収益

葬儀会館等管理事業収益

受 取 補 助 金 等

受取地方公共団体補助金等

受

雑

常

益収雑

息

益

計

本́

益

収

取

収経

25,949

25,949

361,286,722

150,805,000

114,485,000

6,674,722

6,622,000

82,700,000

0

0

94,087

2,501

91,586

361.406,758

26.000

26,000

364,104,101

152,019,000

115,273,000

6,850,101

6,622,000

83,340,000

2.062,992

2,062,992

1,035,871

2,500

1,033,371

367.228.964

△ 51

△  51

A 2,817,379

△  1,214,000

△ 788,000

∠ゝ  175,379

0

△ 640,000

△ 2.062.992

∠ゝ 2,062,992

△ 941,784

l

△ 941,785

△ 5,822,206

-1-



(単位 :円 )

目科 当 年 度 決 算 額 前 年 度 決 算 額 減増 考備

(2)経常費用

事   業   費

市民文化ホール等管理事業費

コミュニティプラザ管理事業費

南千里丘別館管理事業費

摂 津 音 楽 祭 開催 事 業 費

葬 儀 会 館 等 管 理 事 業 費

費理管

費

酬

当

金

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

費

料

料

理

報

手

賃

利

生

　

通

搬

　

口∬

叩
　

本

一雇

福

厚

議

交

通

際

備

　

繕

製

料

借

険

管

員

料

時

定

利

　

費

信

　

器

耗

　

刷

務

役

給

臨

法

福

会

旅

通

交

什

消

修

印

燃

賃

保

総

349,821,234

145,740,000

111,000,000

6,548,234

6,367,000

80,166,000

10,959,128

10,959,128

3,742,620

81,540

1,521,270

721,447

250,843

12,540

13,910

100,973

62,540

6,210

666,617

163,348

18,900

70,642

416,024

245,650

679

146

●
ι

352,281.571

111

6,586,571

6,367,000

80,770.000

12,387,282

3,501,000

2,062,992

1,213,470

529,943

263,576

10,585

10,680

74,600

51,520

287,280

283,627

35,262

15,120

78,005

415,824

244,070

△  2.460,337

△  1,139,000

△ 679,000

△  38,337

0

△ 604,000

∠ゝ 1,428,154

∠ゝ 1,428,154

241,620

∠ゝ  1,981,452

307,800

191,504

∠ゝ  12,733

1,955

3,230

26,373

11,020

△  281,070

382,990

128,086

3,780

△  7,363

200

1,580
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(単位 :円 )

科 目 当 年 度 決 算 額 前 年 度 決 算 額 増   減 備   考

金

費

費

料

費

金

担

　

　

数

却

還

薇

託

糧

手

償

返

助

　

　

払

価

算

補

委

食

支

減

精

2 経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当 期 経 常 外 増 減 額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

561,371

735,280

97,200

110,000

760,660

0

599,543

898,002

537,080

127,200

0

863,748

180,416

703,282

△

△

△

336,631

198,200

30,000

110,000

103,088

180,416

103,739

360,780,362 364.668,853 △ 3,888,491

626,396 2.560,111 △ 1,933,715

0 0 0

0 0 0

0 0 0

626,396 2,560,111 A l,933,715

25,794.594 23.234.483 2.560,111

26,420,990 25,794.594 626.396

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

0 0 0

110,000,000 110,000,000 0

110,000,000 110,000,000 0

Ⅲ 正味財産期末残高 136,420,990 135,794,594 626,396
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財務諸表に対する注記

①重要な会計方針

(ア)固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(イ )リ ース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・ リース取引については、通常の賃貸惜取引に係る方法に準

じた会計処理によっている。

(ウ )消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつている。

②基本財産及び特定資産の増減額吸びその残高

基本財産及び特定資産の増減額吸びその残高は、次のとおりである。

鱒自立 :円 )

科 目 前 期 末 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 当 期 末 残 高

基 本 財 産

基 本 財 産 預 金

特 定 資 産

運 用 財 産 預 金

100, 000, 000

10, 000, 000

一　

　

　

一

一　

　

　

一

100, 000, 000

10, 000, 000

‐
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③基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 :円 )

科 目 当 期 末 残 高 (う ち指定正味財産

からの充当額)

(う ち一般正味財産

からの充当狗

(う ち負債に対応する額)

基 本 財 産

基 本 財 産 預 金

特 定 資 産

運 用 財 産 預 金

100, 000, 000

10, 000, 000

(100, 000, o00)

( 10, Ooo, ooO)

一　

　

　

一

④補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 :円 )

補助金等の

名 称

交 付 者 前 期 末 残 高 当期増加額 当期減少額 当 期 末 残 高 貸借対照表上

の記載区分

設 立出捐金 摂 津 市 110,000,000 110,000,000 指定正味財産

‐
5‐
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平成 28年  3月 31日 現在

科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部

1流 動 資 産

〈1)現 金 預 金

現   金 (事 務運用資産)

普 通 預 金

近畿 大阪銀行 千里丘駅11支 店

(2) 未 収 金

基本財産未収利虐、

運用財産未収利′日、

事業収入未収金

(3) 貯 蔵 ロ ロ

切 手

(4) 前   払   金

労 働 保 険 料

枝津市ハ ト,イマー等退職金共済掛金

245,000

62,892,288

62,892,288

19,183

1,885

6,674,722

21,618

338,193

14,000

63,137

6,695,790

21,618

352,193

Ⅱ 負債の部

流 動 負 債

(1) 未 払 金

当 等

禾」 費

費

燃 料 費

公  課

費

諸  国

金

給 料

定

手

法 福

修    繕

光 熱 水 費

租  税

委    託

そ  の  他

０
４ 預

指定管理料等精算返還金

所 得 税 預 り 金

諸 謝 金 源 泉 税 預 り金

住 民 税 預 り 金

健 康 保 険 料 預 り 金

厚生年金保険料預 り金

900,736

831,163

465,372

2,860,371

1,965,600

7,079,238

456,337

685,259

164,504

5,105

321,100

19,827

31,288

14,558,817

29,227,083

流 動 負 債 合 計 43,785,900

流 動 資 産 合 計 70,206,889 負 債 計
△
ロ 43,785,900

平成27年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 財産 目録
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科 目 金 額 科 目 金 額

2 固 定 資 産

(1) 基 本 財 産

基 本 財 産 預 金

りそな銀行 千里丘支店

三菱東京UFJ銀 行 茨木支店

三井住友銀行 茨本 支店

みずほ銀行 茨木支店

池田泉州銀行 摂津支店

関 西アー バ ン銀 行 鳥

'1支
店

京 都 銀 行 摂 津 支 店

北 おお さか la用 0庫
「

■■ 支店

尼 崎 信 用 金庫 摂 津 支店

北大阪晨業協同組合 ■支店

特 定 資 産

運 用 財 産 預 金

近畿大阪銀行 千里丘駅ni支 店

その他 の固定資産

車 両 運 搬 具

減価償却累計額

(2)

(3)

100,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

866,000

∠ゝ  865,999

100,000,000

10,000,000

固 定 資 産 合 計 110,000,001 正 味 財 産 136,420,990

資 産 計
△
ロ 180,206,890 負債及び正味財産合計 180,206,890
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平成27年度 一般財団法人摂津施設管理公社 収支計算書
自 平成 27年  4月  1日
至 平成 28年  3月 31日

(単位 :円 )

目科 当 初 予 算 額 流用 (補 正)額 現 計 予 算 額 決 算 額 差  異 備  考

事業活動収支の部

事業活動収入

基 本 財 産 運 用 収 入

基 本 財 産 利 息 収 入

事  業  収  入

市民文化ホール等管理事業収入

コミュニティプラザ管理事業収入

南千里丘別館管理事業収入

摂津音楽祭開催事業収入

葬儀会館等管理事業収入

雑    収    入

受 取 利 虐、 収 入

雑    収    入

業 活 動 収 入 計事

25,000

25,000

363,009,000

150,805,000

114,485,000

8,397,000

6,622,000

82,700,000

3,000

2,000

1,000

363.037.000

25,000

25,000

363,009,000

150,805,000

114,485,000

8,397,000

6,622,000

82,700,000

3.000

2,000

1,000

363.037.000

25,949

25,949

361.286,722

150,805,000

114,485,000

6,674,722

6,622,000

82,700,000

94,087

2,501

91,586

361.406.758

∠ゝ 949

∠ゝ 949

1,722,278

0

0

1,722,278

0

0

△ 91.087

△  501

∠ゝ  90,586

1.630.242
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(単位 :円 )

目科 当 初 予 算 額 流用 (補 正)額 現 計 予 算 額 決 算 額 差  異 備  考

事業活動支出

事 業 費 支 出

市民文化ホール等管理事業費支出

コミュニティプラザ管理事業費支出

南 千里 丘別館管理事業費支 出

摂津音楽祭開催事業費支出

葬儀会館等管理事業費支出

理 費 支 出

総 務 管 理 費 支 出

活 動 支 出 計

活 動 収 支 差 額

管2

事
　
事

業

　

業

351.483.000

145,740,000

111,000,000

8,210,000

6,367,000

80,166,000

15,053,000

15,053,000

366,536,000

Zゝ 3 499 000

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

351.483.000

145,740,000

111,000,000

8,210,000

6,367,000

80,166,000

15,053,000

15,053,000

366.536,000

△ 3 499 000

349,821,234

145,740,000

111,000,000

6,548,234

6,367,000

80,166,000

10,959,128

10,959,128

360,780,362

626,396

1.661,766

0

0

1,661,766

0

0

4,093,872

4,093,872

5,755,638

△ 4.125,396

当 期 収 支 差 額

前 期 繰 越 収 支 差 額

次 期 繰 越 収 支 差 額

Zゝ 3.499,000

3.499,000

0

0

22.296.000

22.296.000

△ 3,499,000

25,795,000

22,296.000

626,396

25,794,593

26.420,989

△ 4,125,396

407

△ 4,124,989

注)「差異」の欄におけるマイナス (△ )表示は、予算額を決算額が上回ったことを示す。
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収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、前払金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

〈単位 :円 )

科  目 前 期 末 残 高 当期 末 残 高 科  目 前期 末残 高 当 期 末 残 高

現 金 預 金

未  収  金

貯  蔵  品

前  払  金

77,959,444

6,871,402

22,810

208,896

63,137,288

6,695,790

21,618

352,193 次期繰越収支差額

払

り

金

金

未

預

27,745,911

31,522,048

25,794,593

14,558,817

29,227,083

26,420,989

合  計 85,062,552 70,206,889 合  計 85,062,552 70,206,889
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平成 28年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 事業計画書

平成 28年度の一般財団法人摂津市施設管理公社の事業計画は次に定めるとお りとする。

○事業概要

(1)摂津市民文化ホール (い きいきプラザを含む。)の管理業務及び事業運営等の指定管理業務を行 う。

(2)摂津市立コミュニティプラザの管理業務及び事業運営等の指定管理業務を行 う。

(3)摂津市役所南千里丘別館の管理業務を行 う。

(4)摂津市立別府コミュニティセンターの開館準備業務及び指定管理業務を行 う。

(5)摂津市市制施行 50周年記念特別コンサー トの開催業務を行 う。

(6)摂津市立葬儀会館及び摂津市斎場の指定管理業務を行 う。

O管理事業

(1)摂津市民文化ホール (い きいきプラザを含む。)、 摂津市立コミュニティプラザ、摂津市立別府コミュニティセンター、摂津市立葬儀会館、

摂津市斎場の指定管理者 として、次に掲げる業務を行 う。

①施設の使用申請の受付及び許可に関すること。

②施設使用料等の収納及び還付に関すること。

③施設の維持管理に関すること。

④その他、指定管理者の管理運営に関する基本協定に基づく業務に関すること。

(2)摂津市役所南千里丘別館の管理業務委託を請け、次に掲げる業務を行う。

①施設の維持管理に関すること。

②施設の各事業所の連絡調整に関すること。

③その他、管理業務委託契約に基づく業務に関すること。

O運営事業

(1)市民文化ホール (い きいきプラザを含む。)運営事業

①文化 ホール 事 業  平成28年 11月 に摂津市が市制施行50周年を迎えることから、市民文化ホールの指定管理者として以下の事業

‐
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を実施 し、本市への愛着と賑わいを創造すると共に、市民文化の向上と市民の相互交流の増進、並びに協働の取組

の拡大を図る。

②市 民 対 象 事 業

また、いきいきプラザにおいても落語家「桂雀喜」さんとの共催事業「ジャッキー 7(開催月 :4月 ・6月 ・8月 ・

10月 ・ 12月・平成 29年 2月 )」 と「吉例 せつつ寄席 (開催月 :7月 ・9月 ・平成 29年 1月 ・ 3月 )Jの落語

会を実施する。その他に 「文化ホール友の会」のよリー層の充実を図る等、市民文化ホールを文化の発信基地とし

て、市民文化の向上と充実を期す。

いきいきプラザで 「摂津いきいき塾」として 「相羽秋夫の笑待席 (6月 ～7月 )J、
「囲碁入門教室 (7月 ～ 9月 )」 、

「日本舞踊教室 (8月 )」 及び 「初級囲碁講座 (10月 ～ 12月 )Jを実施すると共に老人同好会を育成 し、市民文

化ホールで 「第 31回摂津市民カラオケ大会 (平成 29年 2月 )」 及び 「老人同好会文化祭 (平成 29年 3月 )Jを
実施する。

また、コミュニティプラザを会場として 「南千里丘夕涼み会 (8月 )」 、「第 31回摂津市囲碁将棋大会 (9月 )J及
び 「王様 石亭ライブ (10月 )Jを実施する。

(2)コ ミュニティプラザ運営事業

摂津市立コミュニティプラザの運営事業として、「ロビーコンサー ト(年 4回 )J、
「南千里丘クリスマスバル (12月 )Jや「料理講座 (年 2回 )」

等、各種市民団体とも協働 して南千里丘周辺地域への愛着と賑わいを創造する事業を実施する。

(3)摂津音楽祭開催事業  摂津市市制施行 50周年記念特別コンサー トの開催業務を行 う。

(4)葬儀会館等運営事業  摂津市立葬儀会館及び摂津市斎場の運営事業。

11[も 5て化ホールリニューアルオー

シークレットライブ

タカラヅカ・ ノスタルジック

コンサー ト in摂津

第 30回 リトルカメリア

推薦コンサー ト

摂津市市制 50周年記念事業

天童よしみコンサー ト
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平成28年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 収支予算書
自 平成 28年  4月  1日
至 平成 29年  3月 31日

科 目

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 増  滅 備 考
大 科 目 中 科 目

I 事 業 活 動 収 支 の 部

i 事 業 活動 収 入

1 基 本 財 産 運 用 収 入 Ｅ
υ

●
ι

Ｅ
υ

●
ι 0

基 本 財 産 利 息 収 入 25 25 0

2事 業 収 入 412,440 363,009 49,431

市民文化ホール等管理事業収入 145,466 150,805 △ 5,339

コミュニティプラザ管理事業収入 116,233 114,485 1,748

南 千里丘別 館 管理 事 業収 入 9,172 8, 397 775

別府コミュニティセンタ̈管理事業収入 56,763 0 56, 763

摂 津 音 楽 祭 開 催 事 業 収 入 2, 106 6, 622 △ 4,516

葬 儀 会 館 等 管 理 事 業 収 入 82,700 82, 700 0

3 雑   収    入 3 3 0

受 取 和l ′息 収 入 2 2 0

雑 収 入 1 1 0

事 業 活 動 収 入 計 412,468 363,037 49,431
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